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令和４年松茂町議会第４回定例会会議録 

第１日目（１２月６日） 

                                         

午前１０時００分開会  

○議会事務局長【多田雄一君】  ただいまから、令和４年松茂町議会第４回定例会の開

会をお願いいたします。 

 まず初めに、佐藤議長からご挨拶がございます。 

○議長【佐藤禎宏君】  皆さん、おはようございます。令和４年松茂町議会第４回定例

会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 師走に入りまして、急に寒くなり、冬らしくなってまいりました。これからが冬本番で

ございまして、年末にかけて寒さも一段と厳しくなりますので、体調の管理、健康管理に

は十分気をつけていただきたいと思います。 

 １２月の定例会に、議員の皆さんのご出席をいただきまして、誠にありがとうございま

す。また、町からは吉田町長をはじめ、各部長、各課の課長のご出席をいただいておりま

す。ありがとうございます。この後、吉田町長から提出議案の説明がありますので、十分

なご審議をお願いいたしまして、開会のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  ただいまの出席議員は１１名で、地方自治法第１１３条による

定足数に達しております。よって、令和４年松茂町議会第４回定例会は成立いたしました。 

 ただいまから令和４年松茂町議会第４回定例会を開会いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  吉田町長から招集の挨拶があります。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  皆さん、おはようございます。 

 今年も、あと２０日余りとなりました。月日のたつのが非常に早く感じられます。師走

に入りますと、寒さもだんだんと厳しくなってまいります。議員の皆様には、体調管理に

十分ご留意をいただきまして、本定例会に臨んでいただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 本日、令和４年松茂町第４回定例会に招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様に
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は大変お忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 本定例会にお願いいたします案件は、議案８件となっております。慎重にご審議を賜り

まして、全案件が可決決定を賜りますようにお願いをいたしまして、簡単でございますが、

ご挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  これから本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

 監査委員から、毎月実施した月例出納検査の結果、各会計とも収支適正であると認めら

れると議長宛てに報告書が提出されておりますので、ご報告しておきます。 

 また、令和４年１０月１３日に、四国地区町村議会議長会において、佐藤富男議員が表

彰されました。この表彰は、１９年以上在職し、功労のあった者が表彰を受けるものでご

ざいます。佐藤富男議員、おめでとうございました。皆さんにご報告をいたしておきます。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  これから本日の日程に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりでございます。 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」についてを行います。 

 本会議の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、８番藤

枝善則議員、及び９番佐藤富男議員を指名いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期、定例会の会期は、１２月６日から１２月２０日までの１５日間としたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤禎宏君】  異議なしと認めます。 

 よって、会期は１２月６日から１２月２０日までの１５日間と決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして、日程第３、議案第４４号「松茂町職員の定年等に

関する条例等の一部を改正する等の条例」から、日程第１０、議案第５１号「令和４年度

松茂町下水道特別会計補正予算（第２号）」までの議案８件を一括して議題といたします。 
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 吉田町長より発言を求められておりますので、これを許します。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  それでは、令和４年第４回定例会に上程いたしております議案

の提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第４４号、松茂町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例につきま

しては、地方公務員の定年引き上げに係る地方公務員法等の一部を改正する法律が、令

和３年６月に交付されたことに伴い、本町職員においても、定年を引き上げる制度を令

和５年４月１日から適用するため、関係する１１条例を一括整備する条例を制定するもの

でございます。 

 次に、議案第４５号、定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例

の一部を改正する条例につきましては、地方公務員の定年引き上げに関係して、徳島県市

町村総合事務組合の定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例が改

正されたことに伴い、本町職員においても、改正後の早期退職制度を令和５年４月１日か

ら適用するため、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４６号、督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例につきまし

ては、令和５年４月１日から、市町村税を対象とした共通納税制度が始まることに伴い、

銀行窓口での督促手数料の徴収サービスが廃止されますことから、本町として、町税、介

護保険料、後期高齢者医療保険などの督促手数料を廃止する条例を制定するものでござい

ます。 

 次に、議案第４７号、令和４年度松茂町一般会計補正予算（第６号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２,１１９万５千円を追加し、補正後の予算の総額

を６８億６,０５０万５千円とするものであります。 

 この歳入の主なものといたしましては、ふるさと納税による寄附金１,５００万円、板

野東部消防組合分担金繰越金返納金８３１万７千円などを増額補正し、臨時財政対策

債１,９００万円などを減額補正するものであります。 

 歳出の主なものといたしましては、４月以降の人事異動等による人件費の調整を行うと

ともに、各施設等の光熱水費用を合計で９４３万４千円、ふるさと納税の返礼品購入等に

要する経費４９５万６千円などを増額補正し、国際交流まちづくり事業費で、不用

額３７２万６千円などを減額補正し、歳入歳出剰余金を生活環境整備基金に２,３３２

万２千円積立ていたしました。 
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 次に、議案第４８号、令和４年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

きましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ７,００２万円を追加し、補正後の予

算の総額を１６億３,６３９万７千円とするものであります。 

 歳入な主なものといたしましては、県補助金保険給付費等交付金６,６００万１千円、

繰越金２３３万円などを増額補正するものであります。 

 歳出の主なものといたしましては、保険給付費６,８５２万１千円、諸支出金で、償還

金を１４９万円増額補正するものであります。 

 次に、議案第４９号、令和４年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ９０８万７千円を追加し、補正後の

予算の総額を２億１,３３２万７千円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、後期高齢者医療保険料１,０９６万７千円を増額補

正し、一般会計繰入金１７５万８千円などを減額補正するものであります。 

 歳出の主なものといたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金において、保険料負

担金１,０９６万７千円を増額補正し、基盤安定負担金２０３万３千円を減額補正するも

のであります。 

 次に、議案第５０号、令和４年度松茂町水道特別会計補正予算（第２号）につきまして

は、職員の定期昇給による人件費の調整を行うため、資本的支出におきまして、人件費

を２万２千円増額補正するものであります。 

 次に、議案第５１号、令和４年度松茂町下水道特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、職員の定期昇給による人件費の調整を行うため、資本的支出におきまして、人件費

を２万４千円増額補正するものであります。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 なお、ご審議の上、可決決定賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長【佐藤禎宏君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 ただいま議題となっております議案８件につきましては、１２月９日再開予定の本会議

において、総括的な質疑を受けた後、各常任委員会に付託したいと思っていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして、日程第１１、請願第２号「日本政府に核兵器禁止

条約の参加・調印・批准を求める意見書の提出を求める請願」を議題といたします。 
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 紹介議員の佐藤道昭議員から発言を求められておりますので、これを許します。 

 佐藤道昭議員。 

○６番【佐藤道昭君】  おはようございます。 

 それでは、議長の許可がありましたので、請願の方をお願いしたいと思います。請願書

の朗読により説明に代えさせていただきます。 

 受付、令和４年１１月７日、紹介議員、私、佐藤道昭でございます。 

 請願第２号、請願者名は、徳島市昭和町３丁目３５番地の１、労働福祉会館４階、公益

財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク内、ヒロシマ被爆アオギリⅡ世平和記念植樹写真

展徳島実行委員会、代表者、久積育郎でございます。 

 件名は、日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書の提出を求める

請願でございます。 

 広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから７２年を経た２０１７年７月７日、

歴史的な核兵器禁止条約が採択されました。 

 条約は、核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国

際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪して、これに「悪の烙印」を押

しました。核兵器は今や、不道徳であるだけではなく、歴史上、初めて明文上も違法なも

のとなりました。 

 そして、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇にいたるまで、

核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し、「抜け穴」を許さないものとなっております。 

 また、条約は、核保有国の条約への参加の道を規定するなど、核兵器完全廃絶への枠組

みを示しています。 

 同時に、被爆者や核実験被爆者への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民

の切望に応えるものとなっています。 

 このように、核兵器禁止条約は、被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望し

てきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものです。 

 ２０１７年９月２０日、核兵器禁止条約への調印・批准・参加が開始されて以降、国際

政治でも、各国でも、前向きな変化が生まれています。 

 条約は、２０２０年１０月２４日に国連軍縮週間の初日に、批准国が５０カ国となった

ことにより、２０２１年１月２２日に発効しました。そして、現在の条約調印国は８６カ

国、批准国は６６カ国であり、本年６月２１日から２３日にかけて、第１回締約国会議が
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オーストリアの首都ウィーンで開催されました。 

 一方で、ロシア軍による大義のないウクライナへの軍事侵攻が勃発し、ロシアのプーチ

ン大統領が、戦略的核抑止部隊に、「特別警戒」の命令を出し、核兵器が使用される危険

な状況が生まれました。 

 プーチン大統領は、核戦略をちらつかせることで、制裁を強める欧米の牽制を狙ったも

のでしょうが、核兵器禁止条約が発効し、核兵器の非人道性が指摘されている中での命令

は、この間の核兵器廃絶に向けた努力と機運を踏みにじるものであり、断じて許されるも

のではありません。 

 こうした中で、「唯一の戦争被爆国」である日本の政府が、核兵器全面禁止のために、

真剣に努力する証として、核兵器禁止条約に参加、調印、批准することを強く求めます。 

 下記事項につき、地方自治法第９９条に基づく意見書を決議していただけるよう請願い

たします。 

 請願項目。 

 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」を国へ提出していた

だきたいというものでございます。 

 議員各位のご賛同をいただきまして、この請願が通りますようよろしくお願い申し上げ、

私の説明といたします。 

○議長【佐藤禎宏君】  ただいまの請願第２号については、委員会付託を行わず、１２

月２０日再開予定の本会議で審議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤禎宏君】  異議なしと認めます。 

 よって、請願第２号については、委員会付託を行わず、１２月２０日再開予定の本会議

で審議することに決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日１２月７日から１２月８日までの２日間は、議案調査のため、休会といたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤禎宏君】  異議なしと認めます。 



 －10－ 

 よって、明日１２月７日から１２月８日までの２日間は、休会と決定いたしました。 

 次回は、１２月９日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。どうもご審議ありがとうございました。 

午前１０時２１分散会  


